
苫小牧商工会議所生命共済制度「見舞金・祝金制度」に関する規約 

 

（目 的） 

第１条 本制度は、苫小牧商工会議所(以下、「商工会議所」という)が会員事業所及びその役員・従業員の福 

 利厚生制度を充実させることを目的として実施する「生命共済制度」の一部をなすものである。 

（対象者） 

第２条 本規約は、商工会議所が運営する「生命共済制度」のうち、商工会議所が独自に給付を行う見舞金・ 

 祝金制度について規定するものであり、その対象者は、「生命共済制度」に加入する商工会議所の会員事 

 業所の事業主・役員及びその従業員全員（以下、「被保険者」という。）とし、効力発生日より１年以上経過し 

 た加入者とする。 

（運営費） 

第３条 見舞金・祝金制度に係る運営費は、「生命共済制度」の掛け金に含まれる制度運営費の一部をもって 

 あてる。 

（給付内容） 

第４条 本制度の給付は、見舞金・祝金とし、その内容は別表１に定めるとおりとする。 

（脱退） 

第５条 次のいずれかに該当した場合、被保険者は、掛け金が払い込まれている月の末日をもって、「生命共 

 済制度」から脱退するものとする。「生命共済制度」から脱退した被保険者は、自動的に本制度から脱退する 

 ものとする。 

 (1) 会員事業所が「生命共済制度」から脱退する旨の意思表示をしたとき 

 (2) 会員事業所が「生命共済制度」の掛け金を期日までに支払わなかったとき。ただし、別途定める猶予期 

  間に支払がなされた場合はこの限りではない。 

 (3) 対象者が死亡または会員事業所を退職したとき 

（給付手続き） 

第 6 条 商工会議所は、「生命共済制度」の被保険者が次のいずれかに該当した場合、給付発生日の加入タ 

 イプを基準として別表１に定める額を給付金として支払う。ただし、更新日（毎年 4 月１日）をまたぐ給付金請 

 求の場合は、翌事業年度の給付対象とする。 

 (1) 病気入院見舞金･･･病気治療のため５日以上継続入院したとき、３０日を限度として 1 日目から病気入院 

  見舞金を支払う。なお、１加入者年１回限りとする。※ただし、退院した日より３年以内に請求があったものに 

  限る。また、治療の原因が同一の疾病の場合、給付金を受けてから３年未満は給付しない。 

 (2) 事故通院見舞金･･･不慮の事故を直接の原因として事故発生日より１８０日以内に５日以上実通院したと 

  きに、事故通院見舞金を支払う。なお、１加入者年１回限りとする。※ただし、５日以上通院した日より３年以 

  内に請求があったものに限る。また、治療の原因が同一のケガの場合、給付金を受けてから１年未満は給 

  付しない。 

 (3) 結婚祝金･････被保険者が結婚したとき、結婚祝金を支払う。また、被保険者として加入している同士が 

  結婚したときは、それぞれに結婚祝金を支払う。なお、１加入者１回限りとする。※ただし、上記の事由が発 

  生した日より３年以内に請求があったものに限る。 

 (4) 出産祝金･････被保険者または被保険者の配偶者に子供が生まれたとき、発生の都度、出産祝金を支 

  払う。このとき、多胎児の場合は出産人数分の祝金を支払う。また、夫婦の両者が被保険者として加入して 

  いる場合は、それぞれに出産祝金を支払う。※ただし、上記の事由が発生した日より３年以内に請求があっ

たものに限る。 

 (5) 満了祝金･････被保険者が年齢超過による契約満了を迎えたとき、満了祝金を支払う。※ただし、上記の

事由が発生した日（契約最終年度の３月３１日）より３年以内に請求があったものに限る。 



 

第７条 被保険者が前条に定める事項に該当したとき、この被保険者が所属する会員事業所は、速やかに商 

 工会議所に通知して別に定める給付金請求書の交付を求めるとともに、別表２に定める証明書類を添付し 

 て、所定の請求手続きを行うものとする。 

（給付できない場合） 

第８条 商工会議所は、被保険者が第６条に定める事項に該当し給付請求があった場合であっても、次の各 

 号のいずれかに該当するときは給付を行わない。 

 (1) 見舞金は、死亡・高度障害保険金または、入院給付金が支払われた場合。 

 (2) 会員事業所または被保険者の虚偽の請求によるとき。 

 (3) 自然災害・戦争・テロ等および放射性・爆破性等有害による事故によるとき。 

 (4) 第６条第１号および第２号に該当する見舞金で、継続入院または事故通院５日目の日が属する月の月 

  額掛金が入金されず、主契約が失効になったとき。 

 (5) 第６条第２号に該当する見舞金で、主契約の事故入院給付対象となった通院のとき。また、被保険者の 

  犯罪行為、精神障害、泥酔および酒気帯運転を原因とする事故、法令に定める運転資格を持たない事故 

  のとき。 

 (6) 第６条第３号、第４号および第５号に該当する祝金で、給付条件を満たした場合であっても、支払事由発

生日が属する月の月額掛金が入金されず、主契約が失効になったとき。 

（規約の変更） 

第９条 この規約は、特に定めるもののほか、商工会議所会頭が改廃する。 

（委任） 

第 10 条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、商工会議所専務理事がその都度定めるものとする。 

附則 

 １．この規約は、令和２年４月１日から施行する。 

 ２．前項にかかわらず、旧生命共済制度（以下、「旧制度」という）の被保険者が新生命共済制度への移行に 

  同意し、かつ、新生命共済制度に継続加入したときは、次のとおりとする。 

  (1) 旧制度加入中に発生した事由については、旧制度における独自給付の内容で給付する。 

  (2) 第２条で規定する「効力発生日より１年以上」には、旧制度における継続加入期間を加える。 

 

別表１ 見舞金・祝金制度の給付内容 

タイプ 

給付内容 
Ａタイプ Ｂタイプ Ｃタイプ シニア特別タイプ 

病気入院 

見 舞 金 

５日以上３０日限度 

（１人年１回限り） 

１日につき 

７００円 

１日につき 

１，４００円 

１日につき 

２，１００円 

１日につき 

１，０５０円 

事故通院 

見 舞 金 

５日以上 

（１人年１回限り） 

一律 

５，０００円 

一律 

１０，０００円 

一律 

１５，０００円 

一律 

７，５００円 

結婚祝金 １年以上加入の場合 
一律 

５，０００円 

一律 

１０，０００円 

一律 

１５，０００円 

一律 

７，５００円 

出産祝金 
１年以上加入の場合 

（配偶者を含む） 

一律 

５，０００円 

一律 

１０，０００円 

一律 

１５，０００円 

一律 

７，５００円 

８０  歳 

満了祝金 
満 了 時 

一律 

２０，０００円 
  

一律 

２０，０００円 

 

 

 

 

 



 

 

別表２ 見舞金・祝金給付金請求書に添付する証明書類 

所定の見舞金・祝金給付金請求書のほか、下記の証明書類が必要です。 

給付の種類 必    要    書    類 

病気入院見舞金  
入院の開始日及び終了日が確認できる入院証明書もしくは領収書等の原本又

は写し（他生保提出分控えでも可） 

事故通院見舞金  
不慮の事故通院が確認できる通院証明書もしくは領収書の原本又は写し（他生

保提出分控えでも可） 

結 婚 祝 金 婚姻を証明できる戸籍謄本・戸籍抄本もしくは結婚受理証明書等の写し 

出 産 祝 金 
戸籍抄本・住民票・母子手帳出生届済証明もしくは健康保険証等続柄が記載さ

れていて出生を確認できるものの写し 

満  了  祝  金 ※不要 

 

※苫小牧商工会議所では、必要に応じ、上記以外の証明書等の提示や調査を行うことがあります。 


